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個々の診療報酬項目に係る原価構成の調査 報告にあたって 

 

日本医師会 医療機関等の消費税問題に関する検討会 

 

１．調査方法の概要 

日本医師会内に設置した「医療機関等の消費税問題に関する検討会」に於いて、 

有効回答数の目途、対象項目の選定方法、調査対象期間などにつき、委員間で 

議論の上、具体的な調査方法については各担当団体が決定して行った。 

 

２．調査項目  

①課税費用との結びつきが強いと思われる点数項目、 

②人件費との結びつきが強いと思われる点数項目、 

③その中間的な項目、 

の 3 つにグルーピングした上で、 

①課税費用との結びつきが強いと思われる点数項目と、 

②人件費との結びつきが強いと思われる点数項目の中から、 

調査項目を 選定することを原則とした。 

 

３．対象施設の選び方 

対象施設は、各団体が独自に選定した。 

 

４．原価計算の方法 

各医療機関の判断によって配賦基準を求めることを原則としつつ、簡便法として、 

材料費と検査委託費と医療機器の設備関係費だけを直接費用として個別に抽出し、

それ以外は間接費用として『従事割合』、または『床面積割合×従事割合』などの 

比率によって配賦する方法でも可とした。 

多くの医療機関が、簡便法で回答したものと思われる。 
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５．調査結果 

課税費用の割合は、医科・歯科・保険薬局で程度の差はあるものの、相当の    

バラツキが見られた。 

課税費用との結びつきが強い項目と、人件費との結びつきが強い項目について、 

必ずしもきれいに結果が分かれたとは言えず、『逆転』しているケースもあった。 

 

６．調査結果についての留意点 

この調査は、個々の診療報酬項目にかかる原価の中身を調べたものであり、   

各点数に含まれる消費税相当額を直接知ることは出来ない。 

また、回答数が限られていること、原価計算の方法が確立していないことに伴う  

限界があること等に留意して取り扱う必要がある。 

 

７．まとめ 

本調査結果を踏まえると、診療報酬項目個々に原価を求め消費税相当額を「見える

化」することは、極めて困難。 

今回のようなグルーピングを行っても実態が逆転することは十分に起こり得るため、

妥当なグルーピングを行うことは現実的には難しい。 

むしろ、マクロ的な比率で一律に「見える化」を行う方が、少なくとも 5％までの分に

関しては、現実的ではないかと考える。 


